
 

土佐町果実酒特区 

 

 

都道府県名： 高知県 

 

申請主体名： 土佐町 

区域の範囲： 高知県土佐郡土佐町

の全域 

特区の概要： 土佐町には年間約 10万人の観光客が訪れるが、宿泊者は 3

千人と少なく、安心でおいしい食材を使ったおもてなしなど

で長時間滞在してもらう工夫が必要である。 

その中で、本町では自然のバイオサイクルの力だけを借り

て無農薬でブドウを栽培するなど環境保全型農業を推進し

ており、特例措置の活用によるそれらの農産物を原料とした

酒類の製造は、食の満足度向上や観光面における魅力あるコ

ンテンツとなる。小規模施設での酒類の製造、提供のチャレ

ンジを通じ、やる気のある事業者を支援し、観光振興ととも

に地域活性化を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

特定農業者による特定酒類の製造事業 

特産酒類の製造事業 

 
自然のバイオサイクルの力だけで 

育ったブドウ 

四国の水瓶、早明浦ダムを有する 

水源のまち 
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